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令和７年度公益社団法人山口県歯科医師会事業計画 

 

 

我が国は少子高齢化が急速に進み、人口構成の変化のなか保健医療・介護の

分野など社会保障制度改革は喫緊の課題となっているおりから、日本歯科医師

会では２０年後の人口減少問題等への対応を示す「２０４０年を見据えた歯科

ビジョン」を取り纏め、２０２０年１０月に発表した。その後、具体的な展開

を担う１８チームを立ち上げ、鋭意取り組みを進めている。 

 そのような中、新たな骨太の方針２０２４には、「災害時における事業継続性

確保を始めとした官民連携強化のため、歯科巡回診療や被災地の災害医療シス

テム活用等の推進による医療の継続性確保」及び「全身の健康と口腔の健康に

関する科学的根拠の活用と国民への適切な情報提供、生涯を通じた歯科健診（い

わゆる国民皆歯科健診）に向けた具体的な取組の推進、オーラルフレイル対策・

疾病の重症化予防につながる歯科専門職による口腔健康管理の充実、歯科医療

機関・医歯薬連携を始めとする多職種間の連携、歯科衛生士・歯科技工士の人

材確保の必要性を踏まえた対応、歯科領域におけるＩＣＴの活用の推進、各分

野における歯科医師の適切な配置の推進により、歯科保健医療提供体制の構築

と強化に取り組むとともに、有効性・安全性が認められた新技術・新材料の保

険導入を推進する。また、市場価格に左右されない歯科用材料の導入を推進す

る。」ことが明記された。 

また、山口県においては国が示した「歯科口腔保健の推進に関する基本的事

項」に連動した「第２次やまぐち歯・口腔の健康づくり推進計画～健口スマイ

ル運動推進プラン～」を策定し、２０２４年度から２０３５年度までの１２年

間を計画期間とし、山口県独自の県民運動として「健口スマイル運動」を位置

付け、これまでの８０２０運動により歯を残すのみならず、小児の口腔機能発

達不全対策やオーラルフレイル対策等の、ライフステージに応じた口腔機能の

獲得・向上に取り組むこととしており、各方面からの歯科への理解と期待は更

に高まっている。 

 本会は、公益社団法人として「山口県民の歯・口腔の健康づくり推進条例」

及び「やまぐち歯・口腔の健康づくり推進計画」に基づき、県民の口腔健康管

理の取り組みをさらに進めるため、県行政及び多職種との連携を深め、歯と口

腔の健康づくり対策の強化、また成人期以降の歯周病の予防に取り組むための

職場での取り組方等を検討し生涯を通じた歯・口腔の健康づくりの推進を図り、

より一層県民の健康の保持増進に寄与する。 

そのために、日本歯科医師会及び郡市歯科医師会との緊密な連携のもと、広

報調査活動の充実強化、日々進歩する歯科医学の研鑚、多様化する医療保険制

度の研究と会員への周知徹底、歯・口腔の健康管理に関する普及啓発やライフ

ステージに応じた口腔保健事業などの地域保健活動、心身障がい児（者）歯科

診療の一層の充実、歯科医院における医療安全対策への対応や経営の合理化・

安定化促進への取組、会員の福祉厚生拡充、そして山口県高等歯科衛生士学院

の充実など適切な諸事業の推進を図る。 
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公１：歯科医政の健全な運営の確保事業 

１．社会保険指導事業（社会保険委員会） 

（１）保険研修事業の充実強化 

  ① ハイブリッド形式での社会保険研修会を開催する。 

  ② 新規保険医に対する社会保険研修会を開催する。 

  ③ 郡市会で希望がある場合は保険説明会を行う。 

（２）医療保険制度に関する調査・研究及び情報伝達 

  ① 医療保険に関する調査・研究及び資料収集を行う。 

  ② 「保険だより」の刊行を行う。（隔月） 

  ③ 「保険請求事務の手引き」の刊行を行う。 

  ④ 診療報酬改定に伴う保険解釈の編集発行を行う。 

  ⑤ 郡市社会保険担当理事を通じ、保険医療機関に対する情報伝達を充実

させる。 

  ⑥ 他県歯科医師会との交流を通じて、情報収集を行う。 

  ⑦ 適正なレセプト提出ができるように相談窓口を設ける。 

  ⑧ 近県歯科医師会社会保険担当者会議を当番県として開催する。 

  ⑨ 診療報酬改定に伴う説明会を行う。 

（３）保険行政機関・団体への対応 

① 中国四国厚生局・山口県による個別指導及び集団指導等に対処する。 

  ② 社保・国保審査委員合同会議及び代表者会議を開催する。 

  ③ 他団体との交流を通じて、情報収集を行う。 

 

２．医療安全対策事業（医療管理委員会） 

（１）医療安全対策のための啓発及び支援活動 

  ① 歯科医師及び従業員を対象として、医療安全対策に関連した研修会や

医療事故防止に関する研修会等を企画運営する。 

② 新型インフルエンザやＨＢＶ・ＨＣＶ・ＨＩＶ等による疾患に関する情

報とその対策を医療機関に周知する。 

  ・新型インフルエンザ等対応訓練に参加する。 

  ・中国四国ＨＩＶ陽性者の歯科診療体制構築のための研究会議に参加す 

る。 

③ 医療事故調査制度に関して支援団体としての役割を担い、日歯や医師会

との連携・協力のもと円滑な対応を行う。 

 

３．歯科助手認定講習会事業（医療管理委員会） 

（１）歯科助手資格認定講習会等の開催 

講習会を山口・下関両会場において開催するとともに、講習内容について

検討を加える。 

 

４．警察・海上保安協力事業（学術委員会） 

（１）警察・海上保安庁との協力対策の推進 

  ① 山口県歯科・警察連絡協議会の運営 
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    ・大規模災害対策等、協力体制の確立強化を図る。 

    ・研修会を開催する。 

  ② 法医学研究会の育成 

    ・警察・海上保安庁との協力体制の充実に資するため法医学研究会へ

の助成を行う。 

  ③ 災害アプリの登録者数を増やす。 

 

５．関係団体との連携事業 

（１）関係団体との連携 

① 山口県医療保険関係団体連絡協議会への参加 

  ② 三師会懇談会への参加 

  ③ 山口県と災害に係る協定書の締結を目指す。 

 

 

 

公２：公衆衛生普及啓発事業 

 歯・口腔の健康が全身に影響を及ぼすことを広く啓発し、健康の保持増進、

健康寿命の延伸のためには「かかりつけ歯科医」を持ち、口腔健康管理をして

いくことが重要であることを普及啓発していく。 

 各ライフステージに応じた歯・口腔の健康を保持・増進させる官民協働「健

口スマイル運動」推進事業を官民と連携して推進し、県民運動にしていく。 

 

１．地域歯科保健対策事業（地域保健委員会・広報調査委員会） 

（１）健口スマイル運動の推進 

 ① 健口スマイル運動の啓発を図るため、山口県及び山口県教育委員会との

共催により各種表彰事業を行う。 

・よい歯の保育所・幼稚園表彰 

    ・児童・生徒の歯の健康優良児表彰 

    ・歯の保健思想普及のための児童・生徒の作品表彰（４種類） 

    ・学校歯科保健優良校表彰 

    ・歯の衛生功労者及び団体表彰 

    ・実年・熟年・寿年いい歯のコンクール表彰 

    ・歯に関する体験記表彰 

  ② ８０２０達成者表彰を行う。 

  ③ 「健口応援企業」表彰を行う。 

  ④ 「笑顔大賞」表彰を行う。 

  ⑤ 山口県歯科保健大会を開催する。 

  ⑥ 県民を対象としたイベントへ参加し、歯科保健の普及啓発を推進する。 

  ⑦ 「歯と口の健康週間」「歯・口腔の健康づくり推進週間」期間中の無料

歯科健康診断・歯科相談の実施と普及啓発を図る。 

  ⑧ 幼児期等う蝕予防及び地域住民口腔保健対策事業の実施。 

  ⑨ フッ化物応用、特にフッ化物洗口の推進を図る。 
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（２）健康増進法に基づき地域住民の歯科保健対策を推進するため、郡市歯科

医師会へ事業周知を図る。 

  ① 郡市歯会地域保健担当理事連絡協議会の開催 

（３）歯科保健関係者との連携を図る。 

  ① 協会けんぽとの勉強会を継続していくとともに、他機関の研修会など

へ参加し、連携を図る。 

（４）虐待に関する地域連携を推進する。 

（５）地域住民に口腔難治性疾患についての啓発を行う。 

（６）食育と歯・口の健康づくりとの関わりについて啓発を行う。 

（７）かかりつけ歯科医を持つことの重要性を啓発していく。 

（８）産科婦人科学会と連携した妊産婦セミナー等の開催 

（９）災害歯科保健医療対策の推進 

  ① 災害歯科保健医療体制研修会等に参加する。 

  ② 大規模災害等に備えた歯科保健医療体制を整える。 

（１０）対外広報の充実（広報調査委員会） 

  ① 報道関係者との懇談会を設け交流を図るとともに、各専門委員会との

連絡を密にして、県民及び行政に対して、歯科保健・歯科医療に関す

る対外ＰＲを充実させる。 

  ② 特に、一般向けホームページ、ＳＮＳは内容を更新し、また、イメー

ジキャラクターの活用等により、歯科に関する情報提供を図る。 

 

２．学校歯科保健対策事業（地域保健委員会） 

（１）学校歯科保健活動充実のための研修会等を開催する。 

  ① 日本学校歯科医会への加入を促進する。 

  ② 全国小学生歯みがき大会の全校参加を促進する。 

  ③ 生きる力を育む歯・口の健康づくり推進事業との連携を図る。 

  ④ 小学生向け歯科保健指導教材の活用を推進する。 

  ⑤ 健口スマイル歯科保健指導教材の普及を図る。 

（２）学校歯科保健調査票のデータ集積を分析評価し、学校、郡市歯科医師会

へ情報提供を図ることで効果的な歯科保健活動の推進を図る。 

（３）山口県教育庁との協議会の開催。 

 

３．成人歯科保健対策事業（地域保健委員会） 

（１）歯周疾患と全身疾患との関わりについて啓発を行う。 

（２）住民歯科健康診断・事業所歯科健康診断の充実及び職場での口腔衛生教

育に努める。 

  ① 健保組合、協会けんぽ、共済組合など他機関と連携し成人歯科健診を

普及する。 

（３）産業歯科衛生の推進を図るとともに、関係機関との連携を密にする。 

  ① 特定保健指導に対応できる研修会の開催。 

（４）健康経営企業に対する歯科健診受診率向上事業の実施 

（５）スポーツにおける歯科領域の拡大 
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① スポーツによる県民の健康・安全づくりを支援する。 

   ・顎顔面口腔領域でのスポーツ外傷予防の啓発事業を行う。 

   ・体育協会等との協議会を開催する。 

  ② スポーツ競技力の維持・向上をサポートする。 

 ・スポーツデンティストの情報共有及びネットワークの構築を行う。 

 ・スポーツチームへの歯科的サポートを行う。 

   ・ジュニアアスリート等への歯科的サポートを行う。 

（６）医療連携の推進 

  ① ＤＶＤ講習会の開催や連携歯科医療機関名簿の提供を行うことにより、

がん診療連携拠点病院と地域歯科医療機関との連携の推進を図り、地

域医療連携ネットワークの構築を目指す。 

  ② 医師会、薬剤師会と糖尿病の重症化予防に関し連携を図る。 

  ③ 骨吸収抑制薬顎骨壊死予防に関して関係機関と連携を図る。 

 

４．山口県よりの委託事業（地域保健委員会） 

（１）健口スマイル推進事業 

各ライフステージに応じた歯・口腔の健康を保持・増進させる官民協働「健

口スマイル」推進事業を官民と連携して推進し、県民運動にしていく。 

 

 

 

公３：学術研修事業 

１．学術研修事業（学術委員会） 

（１）生涯研修の推進 

  ① 日歯生涯研修事業への参加 

    ・日歯生涯研修セミナーや「Ｅシステム」の利用方法及び日歯生涯研

修単位取得について周知を図り、取得単位の増加を目指す。 

    ・日歯生涯研修セミナーサテライト形式による実施への取り組み及び

整備を図る。 

  ② 学術研修会の開催 

年２回開催し、うち１回は県歯懇親会と同日とする。 

  ③ 「糖尿病と歯周病」をはじめとする医科との連携を図り研修会を企画、

実施する。 

  ④ 学術向上に資するため、学術関係の論文発表、研修事業内容等をまと

める。 

（２）卒後研修必修化に対する調査及び対応を行う。 

（３）学術資料の管理 

  ① 日歯生涯研修ライブラリー及び県歯視聴覚教材ライブラリーの整備及

び活用を図る。 

 

２．学会助成事業（学術委員会） 

（１）郡市学術研修事業の後援及び助成を行う。 
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（２）山口県病院歯科協議会との連携を図り、助成を行う。 

 

 

 

公４：歯科衛生士養成事業 

１．歯科衛生士養成事業 

（１）入学定員の維持 

  ① 積極的に高等学校訪問を行い本学院のアピールを行う。 

  ② 山口県歯科保健大会において、歯科衛生士という職種のアピールを県

民に対して行う。 

  ③ 遠隔地在住者や働きながら歯科衛生士資格を取得できるｅラーニング

を活用したオンライン学習体制等を検討する。 

（２）学生の質の向上 

  ① 入学試験において、歯科衛生士の専門性についての自覚を持ち、地元

意識の高く、県内での職を希望する学生の選択に努める。 

  ② 入学試験において、社会人枠を設け継続募集する。 

  ③ 入学試験において、歯科助手資格を有する受験者に対して受験し易い

体制を整える。 

（３）カリキュラムの充実 

  ① 歯科臨床科目の充実を図る。 

  ② 歯科臨床の基礎臨床科目の充実を図るため、学生に対してオスキー試

験を実施し、臨床実習に実践的に対応できる学生を育成する。 

  ③ 模擬試験を増やし国家試験対策事業を充実させ、国家試験合格率を上

げる。 

（４）学生就職の充実 

  ① 学生に対し就職活動し易い環境を整える。 

（５）同窓会との連携 

  ① 同窓生の就業状況や所在確認等に協力し、同窓会を支援し事業発展に

寄与する。 

 

２．奨学金貸与事業 

（１）応募型の奨学金貸与事業を継続実施する。 

 

 

 

公５：障がい者歯科診療事業 

１．障がい者歯科診療事業（口腔保健センター委員会） 

（１）口腔保健センター事業の充実 

① 障がい児（者）歯科診療の実施をし、１次・２次・３次診療の連携体制

を踏まえながらより高度で充実した医療体制の整備、拡充に努める。 

② 障がい児（者）の口腔疾患予防のため口腔ケアシステムについての研究

とその普及を図る。 
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③ 障がい児（者）のための口腔健康相談の充実に努める。 

 

２．障がい者専門歯科医研修事業（口腔保健センター委員会） 

（１）障がい児（者）口腔医療の推進 

① 障がい児（者）歯科診療医の養成を図り、障がい児（者）歯科診療・連

携協力システムの充実に努める 

（山口県障がい児（者）歯科診療における病診ネットワークの充実とそ

の有機的活用の推進） 

② 身体障がい児（者）、知的障がい児（者）、精神障がい児（者）、高齢障

がい者の口腔ケアを啓発し、より高度な障がい児（者）口腔医療を実施

するために、社会福祉施設を含め関係各機関、並びに行政諸機関との連

携・協力体制の推進を図る。 

③ 中国地方障害者歯科臨床研究会を当番県として開催する。 

 

３．介護保険関係団体との連携事業（地域保健委員会） 

（１）歯科訪問診療と多職種連携の推進 

  ① 介護報酬改定に対応した歯科訪問診療と口腔機能向上についての情報

提供を行う。 

  ② 多職種と連携協働して医療・介護の地域包括支援を行うために歯科医

師、歯科衛生士、看護師、栄養士、介護福祉施設職員、ケアマネージ

ャーなどを対象に在宅歯科医療をテーマとした研修会、講演会を実施

する。 

（２）「在宅歯科保健医療連携室」の運営により、歯科医療機関と患者さん、ま

た歯科医療機関と他職種とのスムーズな連携を実現する。 

  ① 歯科医師や衛生士向けに摂食嚥下機能に関する研修会を行う。 

  ② 県内の摂食嚥下リハビリテーションを行っている医療機関を把握し摂

食嚥下リハビリテーション、誤嚥性肺炎予防のための１次２次医療機

関のネットワークの構築を行う。 

（３）かかりつけ歯科医が適切な認知症診断の知識・技術等を習得し、かかり

つけ医への助言や、その他の支援を行う認知症サポート歯科医を養成する

研修事業を行う。 

（４）「通いの場」での行政、後期高齢者医療広域連合、社会福祉協議会等と連

携した健口教室の開催、地域サポーターの養成 

 

 

 

収１：会館賃貸事業 

山口県歯科医師会館の一部を山口県歯科医師協同組合、山口県歯科衛生士会、

全国歯科医師国民健康保険組合山口県支部に継続賃貸するほか、医療関係団体

等の実施する学術研修会等の会場、公職選挙における投票所としての依頼があ

れば賃貸する。 
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収２：保険料等収納事業 

 会員が加入している小規模企業共済制度に係る掛金収納を行うほか、団体扱

い生命保険の保険料収納事務を継続実施する。 

 

 

 

他１：会員の福祉・歯科医業の向上事業 

１．スポーツ及び文化事業（福祉厚生委員会） 

（１）県歯野球・ソフトボール大会を開催し、中国地域歯科医師会連合会親睦

野球大会に参加する。 

（２）会員の心身の健全な発達を促進するため、同好会活動を助成する。 

（３）「山口県女性歯科医師の会」との連携を図り、活動を助成する。 

（４）山口県歯科医師協同組合との連携を図る。 

 

２．経営・税務対策指導事業（医療管理委員会・福祉厚生委員会） 

（１）歯科医業経営・税務に関する事業の充実（医療管理委員会） 

 ① 医業経営について調査研究し、歯科医院経営の合理化・安定化を促進す

る。 

    ・都道府県歯科医師会情報管理担当理事連絡協議会に参加する。 

    ・所得税青色申告決算等に関する調査を行う。 

② 税務に関する情報収集を行い、研修会を開催することにより、会員の税

務知識の向上を図る。 

   ・広島国税局管内税務指導者協議会に参加する。 

   ・都道府県歯科医師会税務担当理事連絡協議会に参加する。 

（２）従業員の確保及び資質向上対策の推進 

 ① 歯科医療従事者の処遇改善 

    給与、年金、退職金制度、勤務条件等について基準を示し、デンタル

スタッフの処遇改善と適正化を図る。 

  ② デンタルスタッフアドバンストコース研修会の開催 

 

（３）歯科衛生士復職支援対策事業 

① 復職に必要な最新歯科診療の知識と技術を習得し、要介護高齢者等への

口腔ケアを推進する技術支援のための研修会等を開催する。 

  ② 郡市歯科医師会との連携を強化した上で、本事業に協力支援できる歯

科医院の登録システムを構築する。 

  ③ 歯科衛生士登録システムを構築し、再就職希望者を登録する。 

  ④ 復職支援研修や相談窓口に関する情報発信をホームページやＳＮＳの

活用により行う。 

⑤ 在宅歯科衛生士研修事業の助成 

山口県歯科衛生士会が開催する研修費等の活動費を助成する。 

（４）医療管理に関する諸問題の調査研究 

 ① 医療管理上の諸問題について調査研究を行うとともに、結果を学会など
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に発表する。 

    ・歯科衛生士養成機関へのアンケートを実施する。 

    ・歯科衛生士登録システムを活用し、歯科衛生士不足の実態把握と人

材の確保に資する調査を行い、歯科衛生士復職支援対策事業の成果

を評価する。 

    ・ＨＩＶ陽性者等の歯科診療の実態に関するアンケートを実施し、諸

問題を把握する。 

② 中国地区各県医療管理部門並びに日本歯科医療管理学会との連携を強

化し、情報収集に努める。 

③ 医業経営に係る各種法律に関する情報収集を行い、適宜医療機関に周知

する。 

   ・都道府県歯科医師会医療管理担当理事連絡協議会に参加する。 

④ 中国四国地区歯科医師会連合会医療管理担当者連絡協議会に参加する。 

（５）医療管理に関する各種情報伝達 

  ① 県歯会報に医療管理コーナーとして各種情報を発信する。 

  ② 歯科医院経営「虎の巻」の内容を改訂し、会員に配布する。 

（６）山口県歯科医師会ＨＩＶ陽性者歯科診療ネットワーク室の開設 

ＨＩＶ陽性者が歯科診療を必要とする場合、山口県下のＨＩＶ治療拠点病

院と連携を図り、ＨＩＶ陽性者が安心して歯科治療を受けられる橋渡しとな

るネットワーク室を山口県歯科医師会内に開設する。 

また、会員へＨＩＶ陽性者に対しての理解を促進するための研修会を企画

実施する。 

（７）福祉共済制度の加入促進（福祉厚生委員会） 

  ① 福祉共済制度の加入状況及び給付と負担の実態を調査研究する。 

  ② 日歯福祉共済保険及び年金保険制度への加入を促進する。 

  ③ 歯科医師国民年金基金への加入を促進する。 

  ④ 事業主の退職金確保のための小規模企業共済制度への加入促進並びに

広報活動を行う。 

  ⑤ 所得補償、医療保険等の各種民間保険並びに私的年金保険の調査検討

と加入促進を行う。 

  ⑥ 「福祉共済のしおり」の内容を更新し、会員に配布する。 

  ⑦ 中国・四国地区福祉厚生担当者連絡協議会を当番県として開催する。 

（８）金融対策の改善促進（福祉厚生委員会） 

 ① 会員に対する銀行融資条件の改善を促進する。 

 

３．医事紛争対策事業（医療管理委員会） 

（１）県民からの歯科相談 

  県民の歯科保健に関する相談窓口を設置して、適宜対応する。 

（２）会員からのよろず相談 

  会員からの医療管理に関する諸問題について、よろず相談窓口を設置して、

適宜対応する。 
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他２：会報誌発行事業 

１．山口県歯報の発行（広報調査委員会） 

（１）山口県歯報の発行 

各専門委員会及びモニターの協力を得て内容の充実に努める。また、モニ

ター会議を開催し、全会員に愛読されることを目指し、紙面に工夫を凝らす。 

（２）各種情報、資料の収集及び調査 

   本会事業の推進に必要な各種情報、資料の収集及び調査研究を行う。 

 ① 他県歯情報の調査研究 

② 文献、資料等の情報収集、管理 

③ ホームページのアクセス数調査（ＰＣ、スマホ、タブレット等） 

④ 関係団体における情報提供、内部団体との情報共有 

（３）その他広報活動 

① 会員用ホームページの拡充を図る。 

② 山口県歯ニュースレターの配信 

    ・月に２回配信し、本会の業務について情報提供を図る。 

③ 新入会員へのオリエンテーション 

・新入会員に対しより有益な情報の提供に努め、会員としての自覚を喚 

起する。 

④ 会員原票の整備及び会員名簿追加シールの発行 

・会員原票の整備・管理を行うとともに、各種表彰の基礎資料を記録・    

整理する。また、会員名簿追加シールを発行する。 

⑤ 中国・四国地区広報担当者連絡協議会を当番県として開催する。 

（４）若手歯科医師活躍推進 

 ① 若手歯科医師が歯科医師会の活動に参加しやすいように推進する。 

・アンケート調査等で若手歯科医師の意見を調査する。 

   ・若手歯科医師に歯科医師会の活動内容を分かりやすく伝える。 

② 若手歯科医師との交流を活性化する。 

   ・役員と若手歯科医師との交流の場を作り意見交換を行う。 

   ・若手歯科医師同士での交流の場を作り情報を共有する。 

③ 今後の歯科界を担う人材育成 

   ・これからの高齢化社会において若手歯科医師の人材育成は必須である。 



（単位：円）

歯科医政 公衆衛生 学術 学院 障がい者 共通 小計 会館賃貸 保険料収納 福祉厚生 会報発行 共通 小計

学術 広報調査 学術 学院 センター 本会会計 会館運営 手数料 福祉厚生 広報調査 本会会計

社会保険 地域保健 本会会計 奨学金積立 地域保健 医療管理 会報発行費 会館運営

関連委員会・会計等 医療管理 本会会計 委託事業 本会会計 基金積立

本会会計 引当金等

Ⅰ一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（１）経常収益

受取会費

　受取入会金 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000

　受取会費 11,616,000 53,586,000 65,202,000 60,234,000 125,436,000

事業収益

　事業収益 840,000 73,569,000 29,433,000 103,842,000 3,429,000 4,959,000 8,388,000 112,230,000

受取補助金等

　山口県補助金 10,000,000 285,000 7,575,000 2,960,000 20,820,000 20,820,000

　日歯・日学歯補助金 0 2,109,000 2,109,000

受取負担金 583,000 434,000 30,000 1,047,000 504,000 504,000 44,155,000 45,706,000

受取寄付金 1,000 1,000

雑収益

　受取利息 1,016,000 1,016,000

　雑収益 958,000 958,000 1,000 0 1,307,000 1,308,000 2,695,000 4,961,000

経常収益計 1,423,000 10,000,000 434,000 86,458,000 37,008,000 57,546,000 192,869,000 3,429,000 4,960,000 504,000 1,307,000 10,200,000 111,210,000 314,279,000

（２）経常費用

事業費

　役員報酬 1,440,000 1,776,000 1,350,000 1,146,000 1,416,000 7,128,000 221,000 193,000 1,068,000 1,254,000 2,736,000 9,864,000

　給料手当 7,306,000 10,937,000 6,814,000 35,601,000 16,958,000 77,616,000 1,339,000 1,800,000 6,878,000 5,815,000 15,832,000 93,448,000

　退職給付費用 335,000 536,000 335,000 1,601,000 100,000 2,907,000 67,000 87,000 335,000 282,000 771,000 3,678,000

　福利厚生費 1,248,000 1,997,000 1,248,000 5,146,000 1,393,000 11,032,000 250,000 325,000 1,248,000 1,048,000 2,871,000 13,903,000

　旅費交通費 4,093,000 3,635,000 964,000 7,780,000 2,829,000 19,301,000 42,000 63,000 2,410,000 1,311,000 3,826,000 23,127,000

　通信運搬費 703,000 1,215,000 267,000 910,000 406,000 3,501,000 38,000 56,000 287,000 3,187,000 3,568,000 7,069,000

　減価償却費 418,000 1,563,000 490,000 11,186,000 2,292,000 15,949,000 78,000 112,000 495,000 306,000 991,000 16,940,000

　消耗什器備品費 101,000 101,000 101,000 1,972,000 551,000 2,826,000 14,000 21,000 101,000 200,000 336,000 3,162,000

　消耗品費 981,000 1,805,000 339,000 4,863,000 2,481,000 10,469,000 39,000 58,000 1,186,000 305,000 1,588,000 12,057,000

　保安管理費 60,000 120,000 70,000 1,843,000 253,000 2,346,000 10,000 15,000 73,000 45,000 143,000 2,489,000

　清掃費 76,000 89,000 89,000 2,412,000 83,000 2,749,000 13,000 19,000 92,000 57,000 181,000 2,930,000

　修繕費 207,000 268,000 168,000 4,920,000 156,000 5,719,000 24,000 36,000 174,000 108,000 342,000 6,061,000

　印刷製本費 1,577,000 1,319,000 360,000 2,318,000 458,000 6,032,000 28,000 42,000 496,000 6,700,000 7,266,000 13,298,000

　光熱水料費 148,000 173,000 173,000 4,450,000 161,000 5,105,000 25,000 37,000 179,000 111,000 352,000 5,457,000

　賃借料 154,000 281,000 302,000 454,000 544,000 1,735,000 28,000 41,000 309,000 113,000 491,000 2,226,000

　保険料 192,000 371,000 194,000 662,000 413,000 1,832,000 38,000 50,000 235,000 160,000 483,000 2,315,000

　諸謝金 410,000 858,000 358,000 3,757,000 13,096,000 18,479,000 0 0 310,000 144,000 454,000 18,933,000

　租税公課 0 20,000 0 15,000 2,304,000 2,339,000 0 1,600,000 0 0 1,600,000 3,939,000

　支払助成金 100,000 0 2,281,000 1,800,000 0 4,181,000 0 0 1,350,000 0 1,350,000 5,531,000

　支払負担金 293,000 740,000 0 192,000 84,000 1,309,000 0 0 616,000 0 616,000 1,925,000

　委託費 0 3,435,000 0 497,000 0 3,932,000 0 275,000 100,000 0 375,000 4,307,000

　雑費 0 4,766,000 0 2,004,000 0 6,770,000 0 1,000 0 0 1,000 6,771,000

管理費

　役員報酬 2,340,000 2,340,000

　給料手当 23,426,000 23,426,000

　退職給付費用 1,172,000 1,172,000

　福利厚生費 4,368,000 4,368,000

　会議費 11,423,000 11,423,000

　旅費交通費 1,095,000 1,095,000

　通信運搬費 976,000 976,000

公益社団法人山口県歯科医師会令和７年度正味財産増減予算書
令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

科目
公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計 内部取引消去 合計



歯科医政 公衆衛生 学術 学院 障がい者 共通 小計 会館賃貸 保険料収納 福祉厚生 会報発行 共通 小計

　減価償却費 2,011,000 2,011,000

　技工士学校減価償却費 0 0

　消耗什器備品費 369,000 369,000

　消耗品費 1,014,000 1,014,000

　保安管理費 292,000 292,000

　清掃費 372,000 372,000

　修繕費 702,000 702,000

　印刷製本費 729,000 729,000

　光熱水料費 723,000 723,000

　賃借料 741,000 741,000

　保険料 688,000 688,000

　諸謝金 865,000 865,000

　租税公課 2,850,000 2,850,000

　支払負担金 300,000 300,000

　交際費 4,612,000 4,612,000

　食糧費 194,000 194,000

　雑費 100,000 100,000

経常費用計 19,842,000 36,005,000 15,903,000 95,529,000 45,978,000 0 213,257,000 2,254,000 4,831,000 17,942,000 21,146,000 46,173,000 61,362,000 320,792,000

当期経常増減額 △18,419,000 △26,005,000 △15,469,000 △9,071,000 △8,970,000 57,546,000 △20,388,000 1,175,000 129,000 △17,438,000 △19,839,000 △35,973,000 49,848,000 △6,513,000

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

　前期損益修正

経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２）経常外費用

　備品除却損

　災害損失

経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

他会計振替前当期一般正味財産増減額△18,419,000 △26,005,000 △15,469,000 △9,071,000 △8,970,000 57,546,000 △20,388,000 1,175,000 129,000 △17,438,000 △19,839,000 △35,973,000 49,848,000 △6,513,000

他会計振替額 0 0 0 0 0 1,676,000 1,676,000 0 0 0 0 △1,676,000 △1,676,000 0 0

公益目的事業雑費明細 歯科医政 公衆衛生 学術 学院 障がい者

広告宣伝費 4,766,000 930,000

学生健診料 468,000

図書費 400,000

振替手数料 206,000

認定医申請料

合計 0 4,766,000 0 2,004,000 0

○他会計振替額計算（収益事業等からのみなし寄附金額）
 　管理費６１，３６２千円×収益事業費７，０８５千円÷（公益事業費２１３，２５７千円＋収益事業費７，０８５千円＋共益事業費３９，０８８千円）＝１，６７５，７８８円
○受取会費のうち１８，２６４千円は使途の定めがあり（会館建替積立金繰入）、そのうち６３．６％（１１，６１６千円）は学院建替に充当

科目
公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計 内部取引消去 合計



円

円

（２）設備投資の見込みについて

設備投資の予定

事業

区分番号

事業
年度

円

資金調達及び設備投資の見込みについて

（１）資金調達の見込みについて

法人コード

番号

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してくださ
い。

自 令和7年4月1日

令和8年3月31日至

円

設備投資の内容
支出又は収入の

予定額

使途

借入れの予定

資金調達方法
又は取得資金の使途

借入先 金額

法人名

A002607

公益社団法人山口県歯科医
師会

なし

なし

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

事業

区分


